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11月12日（火）、南部町・南部川村合
併協議会事務所開所式が行われ、新しい
まちづくりの第一歩を踏み出しました。
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浩
氏
、
坂
本
登
氏
の
挨
拶
、
続
い

て
委
員
及
び
事
務
局
の
紹
介
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
議
長
、
副
議
長
の
選
任

報
告
（
議
長
　
南
部
町
議
会
議
長

玉
井
尚
氏
、
副
議
長
　
南
部
川
村

議
長
小
山
博
氏
）
、
紹
介
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

◎
報
告
さ
れ
た
内
容

■
報
告
第
１
号

南
部
町
・
南
部
川
村
合
併
協
議

会
規
約
に
つ
い
て

■
報
告
第
２
号

南
部
町
・
南
部
川
村
合
併
協
議

会
行
政
調
整
会
議
規
程
に
つ
い
て

■
報
告
第
３
号

十
一
月
十
九
日

（
火
）、
紀
州
南
部
ロ

イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
に
お

い
て
、
第
一
回
合
併

協
議
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

ま
ず
最
初
に
、
会

長
の
あ
い
さ
つ
の

後
、
続
い
て
来
賓
で

あ
る
和
歌
山
県
知
事

木
村
良
樹
氏
（
代
理

理
事
　
内
田
安
生

氏
）
、
地
元
選
出
県

議
会
議
員
　
冨
安
民

会
長
あ
い
さ
つ

南
部
川
村
長
　

山

田

五

良

副
会
長
あ
い
さ
つ

南

部

町

長
　

山

崎

繁

雄

平
成
十
四
年
七
月
に
、
南
部

町
・
南
部
川
村
合
併
調
査
研
究
会

を
設
置
し
て
、
行
財
政
基
盤
強
化

型
合
併
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
も
南
部
町
で
は
、
合

併
に
関
す
る
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
や

出
前
講
座
を
、
南
部
川
村
で
は
地

区
懇
談
会
や
住
民
に
よ
る
合
併
研

究
会
な
ど
で
、
合
併
に
関
す
る
意

向
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
て
き

ま
し
た
。
又
、
両
町
村
議
会
も
精

力
的
に
検
討
研
究
を
重
ね
ら
れ
て

き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
行
政
、
議
会
、
住

民
が
一
体
と
な
っ
た
合
併
の
方
向

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

り
ま
す
。

今
後
、
合
併
を
進
め
て
い
く
に

は
、
本
格
的
か
つ
具
体
的
な
協
議

が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
の
で
、

法
律
に
基
づ
く
合
併
協
議
会
を
設

置
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
い

わ
ゆ
る
法
定
合
併
協
議
会
で
あ
り

ま
す
。

法
定
合
併
協
議
会
で
は
、
合
併

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
つ
い

て
協
議
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
中

で
も
基
本
的
事
項
で
あ
る
、
合
併

の
方
式
、
合
併
の
期
日
、
新
町
の

名
称
、
事
務
所
（
役
場
）
の
位
置
、

財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
、
新
町

の
建
設
計
画
な
ど
の
最
重
要
問
題

の
協
議
調
整
が
行
わ
れ
ま
す
。

協
議
の
進
行
中
に
は
住
民
の
ご

意
見
を
承
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う

し
、
協
議
内
容
は
公
開
を
原
則
と

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
み
な
さ
ま
か
ら
も
ご
意
見
、

ご
提
言
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

南
部
郷
１
（
ワ
ン
）
を
目
指
し

て
始
動
い
た
し
ま
す
の
で
、
目
的

達
成
の
た
め
両
町
村
の
み
な
さ
ま

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

「
小
さ
く
と
も
、
キ
ラ
リ
と
光

る
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
」
を
目
指

し
て
、
南
部
町
と
南
部
川
村
が
、

合
併
を
念
頭
に
今
日
ま
で
研
究
を

続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
た

び
、
両
町
村
の
議
会
に
お
い
て
、

両
町
村
が
合
併
を
進
め
る
た
め
の

法
定
協
議
会
を
設
立
す
る
こ
と

に
、
ご
同
意
を
頂
き
ま
し
た
。

市
町
村
合
併
は
、
と
も
す
れ
ば
、

市
町
村
の
財
政
的
な
問
題
で
、
合

併
を
国
か
ら
強
制
さ
れ
て
い
る

と
、
論
ず
る
人
も
お
り
ま
す
が
、

も
と
よ
り
、
合
併
は
住
民
の
た
め

に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
合
併

に
よ
っ
て
、
行
政
の
効
率
化
が
図

ら
れ
、
新
た
な
課
題
に
挑
戦
し
、

住
民
の
皆
さ
ん
に
幸
を
プ
レ
ゼ
ン

ト
す
る
も
の
で
な
け
ば
な
り
ま
せ

ん
。

合
併
協
議
会
は
、
合
併
の
是
非

を
含
め
て
、
合
併
に
関
す
る
事
項

を
自
由
闊
達
に
検
討
す
る
場
で
あ

り
ま
す
。
住
民
の
皆
さ
ん
の
願
い

を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
合
併
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
様
々
な

問
題
を
検
討
し
、
協
議
し
て
い
く

の
で
す
。

も
と
よ
り
協
議
会
は
公
開
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
住
民
各
位

の
積
極
的
な
、
ご
提
言
を
期
待
し

て
お
り
ま
す
。

町
長
と
し
て
も
、
懸
命
の
努
力

を
傾
注
す
る
こ
と
を
、
お
約
束
し

て
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

ホ�ー�ム�ペ�ー�ジ�開�設�の�お�知�ら�せ�
南部町・南部川村合併協議会インターネットホームページアドレス

http://www.gappei-minabego.jp/



南
部
町
・
南
部
川
村
合
併
協
議

会
会
議
録
等
の
公
開
に
関
す
る
要

綱
に
つ
い
て

■
議
案
第
３
号

南
部
町
・
南
部
川
村
合
併
協
議

会
会
議
傍
聴
要
綱
に
つ
い
て

協
議
会
会
議
は
公
開
と
す
る
こ

と
で
、
傍
聴
に
必
要
な
事
項
が
定

め
ら
れ
ま
し
た
。

①
　
傍
聴
で
き
る
人
は
20
人
ま

で
で
す
。

②
　
会
議
開
催
時
刻
の
15
分
前

か
ら
先
着
順
に
傍
聴
証
を
交
付

し
ま
す
。

■
議
案
第
４
号

南
部
町
・
南
部
川
村
合
併
協
議

会
専
門
委
員
会
規
程
に
つ
い
て

■
議
案
第
５
号

南
部
町
・
南
部
川
村
合
併
協
議

会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
規
程
に
つ
い
て

■
議
案
第
６
号

平
成
十
四
年
度
南
部
町
・
南
部

川
村
合
併
協
議
会
事
業
計
画
に
つ

い
て

・
会
議
を
月
一
回
程
度
開
催
し
ま

す
・
新
し
い
町
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

と
な
る
建
設
計
画
を
策
定
し
ま

す
。

・
建
設
計
画
策
定
の
た
め
の
住
民

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
ま
ち
づ
く

り
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
実
施
し
ま

す
。

・
広
報
事
業
と
し
て
、
協
議
会
だ

よ
り
の
発
行
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
開
設
し
ま
す
。

・
合
併
に
関
す
る
先
進
地
視
察
を

実
施
し
ま
す
。

■
協
議
第
１
号

合
併
の
方
式
に
つ
い
て

■
協
議
第
２
号

合
併
の
期
日
に
つ
い
て

■
協
議
第
３
号

新
町
の
名
称
に
つ
い
て

■
協
議
第
４
号

新
町
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い

て■
協
議
第
５
号

字
の
区
域
及
び
名
称
の
取
扱
い

に
つ
い
て

■
協
議
第
６
号

条
例
・
規
則
の
取
扱
い
に
つ
い
て

■
協
議
第
７
号

議
員
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

に
つ
い
て

第
一
回
協
議
会
に
先
立
っ
て
、

十
一
月
十
四
日
（
木
）
南
部
川
村

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

ま
ち
づ
く
り
講
演
会
が
、
講
師
に

兵
庫
県
社
会
福
祉
事
業
団
、
監

事
・
福
田
丞
志
さ
ん
を
迎
え
て
、

演
題
「
地
方
自
治
と
地
域
政
策
」

〜
小
さ
く
て
も
キ
ラ
リ
と
光
る
ま

ち
づ
く
り
〜
、
協
議
会
委
員
、
両

町
村
議
会
議
員
、
行
政
調
整
会
議

委
員
（
両
町
村
課
長
等
）
が
出
席

し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
演
会
終
了
後
、
協
議
会
委
員

事
前
研
修
会
が
引
き
続
き
開
催
さ

れ
、
委
員
委
嘱
状
の
伝
達
の
後
、

小
谷
事
務
局
長
よ
り

①
合
併
協
議
会
に
つ
い
て

②
協
議
項
目
に
つ
い
て

③
協
議
会
規
約
・
要
綱
・
規
程

に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
今
後
の

協
議
会
運
営
に
つ
い
て
意
見
交
換

が
さ
れ
ま
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

ま
ち
づ
く
り
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

南
部
町
・
南
部
川
村
合
併
協
議

会
事
務
局
規
程
に
つ
い
て

■
報
告
第
４
号

南
部
町
・
南
部
川
村
合
併
協
議

会
財
務
規
程
に
つ
い
て

■
報
告
第
５
号

南
部
町
・
南
部
川
村
合
併
協
議

会
委
員
の
身
分
等
の
取
扱
い
に
関

す
る
協
定
に
つ
い
て

■
報
告
第
６
号

南
部
町
・
南
部
川
村
合
併
協
議

会
に
お
け
る
協
議
項
目
に
つ
い
て

■
報
告
第
７
号

平
成
十
四
年
度
南
部
町
・
南
部

川
村
合
併
協
議
会
予
算
に
つ
い
て

歳
入
、
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
五
、
〇

〇
一
千
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

歳
入
の
主
な
も
の
は
、
両
町
村

か
ら
の
負
担
金
二
〇
、
〇
〇
〇
千

円
と
県
か
ら
の
補
助
金
五
、
〇
〇

〇
千
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

歳
出
は
、
協
議
会
事
務
局
経
費
、

協
議
会
開
催
経
費
と
し
て
、
運
営

費
一
〇
、
六
〇
一
千
円
と
新
町
建

設
計
画
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
の
作

成
委
託
業
務
等
の
事
業
費
一
四
、

一
〇
〇
千
円
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

◎
協
議
さ
れ
た
内
容

■
議
案
第
１
号

南
部
町
・
南
部
川
村
合
併
協
議

会
会
議
運
営
規
程
に
つ
い
て

■
議
案
第
２
号

■
協
議
第
８
号

特
別
職
の
身
分

の
取
扱
い
に
つ
い

て◎
確
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会 長

副 会 長

行政関係

議会関係

学識経験者

南部川村長

南部町長

南部町助役

南部川村助役

南部町議会議長

南部町議会副議長

南部町議会特別委員会副委員長

南部川村議会議長

南部川村議会副議長

南部川村議会特別委員会副委員長

南部町商工会会長

南部町社会福祉協議会会長

南部町漁業協同組合組合長

南部町連合婦人会会長

南部町農業振興協議会会長

南部川村合併研究会会長

南部川村合併研究会副会長

南部川村区長会長

南部川村婦人会長

南部川村農林業振興協議会会長

日高振興局長
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・協議会提案事項の協議、調整�

・新町建設計画の策定に関すること�

・協定項目の調整に関すること�

・専門部会、担当者会の進行管理�

・事務局との連絡調整に関すること�

・その他必要な事項�

・法定合併協議会の設置に関する事項�

・その他合併に関し必要な事項�

・新町建設計画の策定に関すること�

・協定項目調整案の取りまとめ�

・事務局との連絡調整に関すること�

・担当者会の進行管理�

・その他必要な事項�

・協定項目調整案の作成�

・事務局との連絡調整に関すること�

・その他必要な事項�

行政調整会行政調整会議�行政調整会議�

首長会�

・協議会の運営�
　　　　　に関すること�

・新町建設計画の策定�
　　　　　に関すること�

・協定項目の調整�
　　　　　に関すること�

・行政調整会議の運営�
　　　　　に関すること�

・その他必要な事項�

合併協議会�
首長、議会、職員、学識経験者�

事　務　局�
町村から職務命令を受けた職員�

担 当 者 会�
事務担当者�

専 門 部 会�
課長級�

幹　事　会�
助役、収入役、教育長、総務課長�

山田 五良

山崎 繁雄

杉本 正博

今木 國隆

玉井　　尚

平松　泰一

宮崎　常二

小山　 博

西玉 集一

中家 克己

三前 雅信

立田圭一郎

西野 正和

永井 恵子

尾崎 剛通

井口 黎明

坂本さわゑ

前田 操

永井　俊子

西　　定吉

小住　博章

局 長

次 長

局 員

小谷　芳正（南部川村）

大江　弘一（南部町）

寺谷　　敦（南部川村）

谷本　忠広（南部町）

柴田　一人（南部町）

前田有理子（南部川村臨時職員）

午後1時30分
南部町役場　3階大会議室
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